
  

 

知的財産行政訴訟審理手続の概要 

起訴  

 

案件割当  第一回目の
準備手続 

 

第二回目
の準備手

続 

口頭弁論  

 

判決  

被告機關及び
訴訟参加者は
新たな証拠に
関する書状を
受け取った後、
3週間以内に新
たな証拠に関
する答弁状を
提出すべきで、
期間満了前に
書状原本を裁
判所に提出し、
写しを先方に
送付すべきで
ある。答弁状
提出後、裁判
所は約7日以内
に第二回目の
準備手続を行
う。  
 

起訴手続につい
て、例えば、管
轄権があるか、
裁判費を納めた
かを審査する。
起訴手続に不足
の部分がない場
合、機関ファイ
ルを取寄せ、機
関答弁が裁判所
に届くのを待つ。
特許案件では、
技術審査官を指
定し、処理に協
力させる。  

必要があれ
ば、合議廷
で技術審査
官の指定を
決定する。  

 

第二回目の準備手続： 
1. 新たな証拠の争点、
技術説明を整理する。  
2. 新たな証拠に関する
必要な補強証拠の提出
及び答弁。  
 

新たな証
拠の提出
期限 
 

約四～八週       約四～八週     約三週      約三から四週  約二～四週    約三週 

準備手続の進行事項： 
1.書面の先行部分について争点を整理
し、且つ技術内容を説明する。 
2.当事者が智慧財産案件審理法第33条
により新たな証拠を提出するか否かに
ついて確定する。新たな証拠を提出し
た場合、 
3.審理計画の策定に入る審理計画を策
定する。 
 
審理計画について： 
1.裁判官は当事者の意見を斟酌し、そ
れぞれ当事者が提出した新たな証拠、
及び先方が新たな証拠に対し答弁する
ために必要な時間を斟酌し、且つこれ
によって次回の準備手続期日を決定す
る。  
2.裁判官が審理計画に基づき期限通り
新たな証拠を提出するよう当事者に説
諭し、期限が過ぎた後に提出した場合、
法により『失権效』が発生する。 
3.原則上、3週間以内の新たな証拠の
提出を原告に要求し、書状原本を裁判
所に移送し、写しを先方に送付する。  


